
４．一人一人のニーズにあった教育を受けるには 
学校教育は、これから社会で生きていくうえで必要な資質や能力の育成や豊かな情操と

道徳心を培うこと、健やかな身体を培うこと等をねらいとして行われます。 

子ども達の中には、言葉の遅れや落ち着きの無さ、こだわりの強さ等困り感を感じてい

る子もいます。一人一人のニーズにあった教育（特別支援教育）を受けることで、その子ど

もの持つ可能性を最大限に引き出すことができます。 

 

＊特別支援教育とは＊ 

「特別支援教育」とは、幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取り組みを支

援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力

を高め、生活面や学習上の困難を改善または克服するために適切な指導及び支援を行うも

のです。 

「特別支援教育」は、特別支援学校・特別支援学級・通級指導教室と、児童生徒の状態によ

って選択肢はさまざまです。どのように学ぶことが適切か、巡回教育相談や巡回就学相談

の場で助言を受けることができます。 

 

＊巡回教育相談＊ 

「巡回教育相談」とは、お子さまの学習面・生活面に関する相談です。現在の状況を把握

したりお子さまへの理解を深めたりしながら、就学までの時期にどのように関わって行け

ば良いかを一緒に考えていく場となります。 

＊巡回就学相談＊ 

「巡回就学相談」とは、お子さまがより良い学校教育を受けられるように、お子さまの学

びの場について悩みをお持ちの保護者と一緒に就学について考えていく場です。 
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＊教育支援委員会＊ 

「巡回就学相談」に参加されたお子さまについて、相談結果や小中学校での様子、医師等

の知見や専門的知識をもとにお子さまにとって適切な学びの場について審議し、意見をま

とめます。 

★総合的判断★ 

教育支援委員会の意見を受けて、お子さまにとって適切な学びの場について、教育委

員会が総合的に判断します。 

 

＊判定結果通知・就学先決定＊ 

総合的判断の結果を保護者に通知します。判定結果として、通常学級・通常学級あわせて

通級指導教室・特別支援学級・特別支援学校のうち、複数または１つが記載されます。 

その結果をもとに、保護者がお子さまの学びの場を考えることとなります。その後、保護

者の意向を伺い次年度の学びの場を決定します。 

★就学先決定に向けて★ 

就学先を決定するにあたっては、家族間でよく話し合うことが必要になります。日頃か

ら子どもにとってのより良い学びの場を考えておきましょう。 

 

 

 

 

 

 

＊入学通知発送＊ 

教育委員会から小学校入学についての通知が届きます。入学式や入学の前にお子さまの

様子を小学校に伝え、支援等についての打ち合わせを行ったり、入学式の会場を実際に見

ておくのも良いでしょう。 

 

＊小学校見学をするときのポイント＊ 

小学校では、通常学級・通級指導教室・特別支援学級(知的・自閉情緒など)を見学する

ことができます。子どもの様子に加え、学習面や環境設定等も確認しておきましょう。 
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・学校見学を通して、学習環境や課題の提供の仕方などに理解を深める。 

・認定こども園、医療機関や療育機関などの関係機関と密に連絡を取り意見を聞く。 

・子どものニーズに応じた学習ができ、充実して楽しく過ごせる環境はどこか、子どもの立場で考える。 

・子どもが将来に向けて自立して社会参加ができるよう、見通しを持って考える。 

 

◇先生の指示の量や速度は？ 

◇指示は言葉のみ？ 、 言葉以外は？ 

◇困っている時の声掛けのタイミングや 

対応者(先生・支援員・友達)は？ 

学習面 

◇子どもや先生の人数は？ 

◇掲示物は？ 、 外の音は？ 

◇机の配置やスペースの確保等は？ 

◇どんな教材を使っている？ 

環境面 
うちの子

には…？ 



 

 

 

 

 

学びの場の変更を希望する子どもの就学先決定までのプロセス 

 
 

―
１
０
―

 

※就学先を決定する場合に、就学先の小学校の授業や児童生徒の様子等、気になることがあれ

ば事前に見学することが可能です。 

※希望される方は、七尾市教育委員会 学校教育課【0767-53-5090】にご連絡ください。 

※その後、見学を希望する小学校と保護者の方で日程調整等をお願いします。 


